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事業の進捗（実績値）

直近の実績値

（R7.2.28時点）

令和５年度実績値

（R6.3.31時点）

令和4年度実績値

（R5.3.31時点）

令和3年度実績値

（R4.3.31時点）

大企業人材の登録者数（累計） 4,080人 2,889人 1,558人 604人

利用登録をしている大企業数 101社 99社 85社 68社

利用登録をしている地域金融機関数 150機関 128機関 112機関 82機関

登録されている求人票数（累計） 3,393件 1,874件 1,369件 10件

マッチング件数（累計） 167件 72件 17件 １件
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地域企業経営人材マッチング促進事業について

金融庁及び経済産業省が連携して大企業から中堅・中小企業への
経営人材のマッチングを推進する取組みを実施します

金融庁・経済産業省
１．背景
金融庁では、令和２年度より「地方への新しい人の流れ」の創出に向けた取組みとして、地域金

融機関の人材仲介機能を強化し、大企業から中堅・中小企業への人の流れを創出する「地域企業経
営人材マッチング促進事業」を実施してきました。
今般の令和６年度補正予算の成立を踏まえ、中堅企業・中小企業が抱える経営人材不足の課題解

決を加速化するため、本事業を強化する観点から、金融庁と経済産業省が連携して、事業を実施し
てまいります。

２．事業の概要
本事業は、これまで金融庁予算のもと、株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）により、同

社が運営する人材プラットフォーム「REVICareer（レビキャリ）」を活用し、実施・運営されて
まいりました。
今般の令和６年度補正予算において、金融庁及び経済産業省が連携し、総額20億円規模（想

定）を予算措置し、今後の事業を展開します。
なお、現在も金融庁予算（令和５年度補正予算）によるREVICareerは実施・運営されておりま

すので、中堅企業・中小企業の皆様におかれては経営人材確保に是非活用ください。また、大企業
人材の皆様におかれては多くの登録をお待ちしております。令和６年度補正予算に伴う制度の詳細
は令和７年１月下旬頃目途で改めて公表いたします。

令和６年12月23日（月）に以下の内容を金融庁及び経済産業省共同で公表
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【参考】給付金制度の概要

転籍型、兼業・副業型又は在籍出向型の合計で、給付対象企業１社当たりの最大給付対象人数は、

10人まで。同一の大企業からの「転籍は２人まで」「兼業・副業は２人まで」「在籍出向は２人まで」。

給与等を給付対象とした他の補助金等の交付を受けている又は受けた場合には、当該給与等を給付の対象

として給付金の給付を受けることはできない。

同一の企業で転籍へ移行した場合、再度給付金の受給が可能

（ただし、既に受給した給付金の額が、転籍型として受給する給付金の額から控除される）。

１社当たりの最大給付対象人数

重複受給の制限

兼業・副業、在籍出向から転籍への移行

大企業等との
雇用関係等

年収要件

給付金額

雇用等の契約期間

給付金申請時期

転籍型
兼業・副業型

雇用契約型 請負契約型

在籍出向型

大企業を退職

年収500万円以上

雇用期間等又は2年間の
いずれか短い期間に
支払われる給与等の
100分の30

（上限450万円）

１年以上

雇用期間又は任期が
開始した後

給付対象企業以外の企
業と雇用契約を継続

要件なし

雇用期間等又は2年間のいずれか短い期間に
支払われる給与等の100分の30

（上限200万円）

3か月以上

雇用期間又は任期が
開始した後

契約が適正に履行された
ことが検査又は確認され、
報酬の金額が確定し

支払われた後

大企業と雇用契約を継続

要件なし

出向期間又は2年間の
いずれか短い期間に

支払われる地域企業負担分の
100分の30

（上限200万円）

3か月以上

雇用期間又は任期が
開始した後

要件なし
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